
スマイルライフ・サポートスマイルライフ・サポート
Smile Life Support

ロータスロ ータス

ケアマネジャ ー事務所

凛
�
咲
�

蓮
�
�
�
�

自
立
�
�

生
活
�
目
指
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



このサービス提供にあたっては法令を遵守し

ご利⽤者様の要介護状態の軽減

悪化の防⽌ができるように

サービスのご提案

コーディネートを致します。

私たちケアマネジャーが提供するサービスは以下の通りです。

 居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成
介護保険サービスを利⽤するためにはケアプランの作成が必要になります。

ケアプランを作成するため、ご本⼈様やご家族様、

必要に応じて主治医の先⽣からのお話を伺い

必要なサービスについてサービス担当者会議を開催し検討します。

ケアプランの内容についてご説明をし、了承を頂きます。

 情報の提供
 要介護認定の更新申請、変更申請の代⾏
 関係事業所との連絡調整
 給付管理票の作成と提出

※毎⽉、サービスをチェックし
国⺠健康保険団体連合会へ提出します

サービス内容

SERVICE

相談は無料（介護保険から給付されます）
個⼈情報保護（ご利⽤者・ご家族の秘密は決して他⼈には漏らしません）



⾦品等の授受の禁⽌

貴重品等の管理

業務の範囲

貴重品・⾦銭の管理は、ご利⽤者様・ご家族様の責任にて⾏って頂きますようお
願い申し上げます。ケアマネジャーは通帳をお預かり保管したり、カードを預か
りATMでお⾦を引き出すことは出来ません。
ご⾃⾝で管理が難しい場合は⾏政の管理サービスなどをご紹介することもできま
すのでご相談ください。

サービスを提供するにあたって
SERVICE

サービスを提供するにあたり、以下の内容をご理解いただくようお願い致します。

ケアマネジャーやサービス事業所は、ご利⽤者様・ご家族様から⾦品や飲⾷物、
その他財産上の利益を受け取る事はできません。
私的な⾦品の授受によりサービスの中⽴公正に疑義が⽣じる等の弊害が懸念され
るためです。

介護保険制度上、サービス計画の作成・他事業者等との連絡調整が主となります。
ご利⽤者様・ご家族様の便宜のため、⽇常の雑務や買い物・外出⽀援等を代⾏する
事は出来ません。
また、通院に付き添ったり、送迎をすることは⽣命の維持に関わるような緊急やむ
を得ない場合を除きできません。
付き添い等が必要な場合には、訪問介護等の別のサービスをご利⽤いただく必要が
あります。



ケアマネジャー事務所 Lotu s（ロータス）

⽇常⽣活にサポートが必要な⾼齢者やそのご家族の
困りごとを解決するために

⼀緒に考え、最善のご提案をいたします。

ご利⽤者様の
気持ちや状態

ご家族の希望をきく

ケアマネジャーとは
介護相談のプロです

CA
REMANAGER

利⽤者様に関わる
サービス事業者との
連携や情報共有

スマイルライフサポート

埼⽟県狭⼭市狭⼭台3-25 � 4 - 3 - 111

04 -2950 -7111 事業所番号：1172700534

主なサービスを提供する実施地域
狭⼭市�所沢市�川越市�⼊間市

営業時間 ⽉〜⾦ 9時〜17時


